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 第５章  広報 	 	
1.　広報物	

（１）施設利用案内
�±� �¶�•たて102mm・横125mm（仕上り）
�C�»�•外八つ折り

:�”�•3,000部（H29.１発行）、20,000部（H29.３発行）

（２）図書館利用案内
�±� �¶�•たて148mm・横105mm（仕上り）
�C�»�•二つ折り＋外四つ折り

:�”�•10,000部（H29.３発行）、10,000部（H30.３発行）

2.　公式ホームページおよびSNS	

（１）公式ホームページ
■開設

開設年月：平成28年３月
URL：http：//www.artmuseumlibraryota.jp/

※平成29年１月にリニューアル

■構成

TOPメニュー SUBメニュー

美術館 開催中の展覧会／次回の展覧会／これまでの展覧会

図書館 お知らせ／書籍検索／利用方法／これまでの企画コーナー

イベント 開催中のイベント／これからのイベント／これまでのイベント

まちじゅう図書館 まちじゅう図書館／NEWS

カフェ＆ショップ カフェ＆ショップ

利用案内 開館時間・休館日／アクセス・駐車場／フロアーマップ／ご来館のお客様へのお願い／視聴覚ホールの貸出

施設概要 コンセプト／建築／ロゴマーク・サイン計画／これまでの歩み

その他（リンク等） NEWS／メール／ツイッター／フェイスブック／YouTube／多言語（英語・中国語・ポルトガル語・スペイン語）

（２）SNS
区分 開設年月 URL

フェイスブック 平成29年５月 https://www.facebook.com/artmuseumlibraryota/

ツイッター 平成29年５月 https://twitter.com/obt_pr
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3.　プレスリリース	

発行日 タイトル名
平成28年11月29日 太田市美術館・図書館　2017年１月14日オープン！
平成29年２月20日 「太田市美術館・図書館」４月１日（土）グランドオープンのお知らせ
平成29年３月15日 「太田市美術館・図書館」開館記念展「未来への狼火」開催のお知らせ
平成29年７月５日 本と美術の展覧会vol.１絵と言葉のまじわりが物語のはじまり
平成29年10月20日 太田フォトスケッチvol.２「て・あし・まち」関連イベント写真家KIKIトークショー
平成29年11月20日 JOIN THE DOTS ジョイン・ザ・ドッツ
平成29年12月22日 太田を代表する洋画家・正田壤（1928−2016）の生誕90年を期して実施する回顧展

4.　関連記事一覧	

■新聞
掲載日 掲載紙 記事名
平成28年

７月10日 上毛新聞 【ぱれっと】太田フォトスケッチvol.１「まちかどの猫」写真募集
７月15日 上毛新聞 「まちかどの猫」テーマに写真展
７月20日 朝日新聞 店主や家人、みんなが館長　太田で「まちじゅう図書館」
８月６日 上毛新聞 来場者癒す　ネコ写真94点
８月15日 上毛新聞 店舗や住宅図書館に　本棚置き街歩き促進
８月15日 上毛新聞 モデルKIKIさん　魅力ある光景写真で
８月25日 東京新聞 太田市民とゲスト写真家がコラボ　まちかどの猫写真が一堂に
８月29日 上毛新聞 図書館の雑誌スポンサー　購入費負担で広告掲載
９月２日 上毛新聞 開館記念展は地元作家中心
９月23日 上毛新聞 美術館と図書館　開館１月に延期
11月９日 上毛新聞 図書館の雑誌購入　スポンサー制に
11月17日 毎日新聞 常備雑誌購入の「スポンサー」募集
11月18日 上毛新聞 美術館・図書館　１月14日に開館
11月18日 読売新聞 雑誌購入スポンサー募集　社会貢献の意識促す狙い
11月22日 朝日新聞 閲覧用雑誌購入　スポンサー企業募る

平成29年
１月８日 上毛新聞 未来へ12市のビジョン　太田市　教育文化に積極投資
１月11日 上毛新聞 「ねむの木学園のこどもたちとまり子美術展」情報
１月13日 上毛新聞 太田市美術館・図書館１月14日オープン告知　ねむの木学園のこどもたちとまり子美術展
１月13日 朝日新聞 カフェと雑誌閲覧、美術鑑賞も
１月14日 東京新聞 竣工式・内覧会で完成祝う　新「美術館・図書館」きょうオープン
１月15日 上毛新聞 「市美術館・図書館」が開館　「ねむの木学園」生徒の絵や工芸
１月15日 読売新聞 開館記念展に多くの市民
１月16日 産経新聞 497自治体　図書館をまちづくりの核に
１月20日 朝日ぐんま 文化の交流拠点に太田市美術館・図書館オープン　開館記念展「ねむの木学園展」
１月22日 朝日新聞 街なかあちこち図書館　各館長それぞれのもてなし
１月22日 上毛新聞 「ねむの木学園の子どもたちとまり子美術展」情報
１月27日 viva！amigo 太田市美術館・図書館が完成　アートの力で駅前を魅力ある場所に
２月７日 読売新聞 住民と議論　設計に変化　建築の平田さん
２月８日 上毛新聞 市美術館・図書館の設計の平田さん　模型と映像で建築展
２月10日 朝日ぐんま 文化記行「平田晃久建築展」
２月17日 東京新聞 建築家の業績や設計過程紹介
２月20日 新潟日報 模型、映像で建築展
３月７日 上毛新聞 街の魅力を発信　４団体が発表
３月16日 上毛新聞 【シャトル】色とりどり　笑顔ともる　市内生徒、児童の美術展　LEDで「ひかりの実」
３月30日 上毛新聞 太田市の課題　駅前再開発　賑わい復活に腐心“文化の殿堂”交流拠点に
４月６日 産経新聞 雑誌カバーに広告　図書購入
４月９日 上毛新聞 ゆかりの作家開館飾る　市美術館・図書館記念展
４月11日 上毛新聞 太田市美術館・図書館内「キタノスミスコーヒー」
４月12日 日経MJ 美術館×図書館、まち薫る　太田市、空間づくり市民参加
４月14日 上毛新聞 壁一面キャンバスに
４月14日 上毛新聞 多彩な踊り披露
４月14日 朝日ぐんま 太田市に「知」と「感性」と「にぎわい」を！　市美術館・図書館グランドオープン
４月16日 読売新聞 開館祝う　透明な歌声
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掲載日 掲載紙 記事名
４月21日 新美術新聞 太田市美術館・図書館がグランドオープン
４月21日 上毛新聞 【ぱれっと】講演会　作家が作品解説
４月24日 上毛新聞 開館祝うダンス
４月25日 上毛新聞 太田市美術館・図書館　100人がかりで泥絵　あすから開館記念展
４月25日 朝日新聞 市美術館・図書館開館記念　太田の土使い　壁一面に泥絵
４月25日 産経新聞 市美術館・図書館開館記念　太田の土で壁一面に泥絵
４月25日 桐生タイムス 開館記念展に石内さん出品、あすから太田市美術館・図書館
４月26日 毎日新聞 太田市美術館・図書館きょうから開館記念展「風土の発見」テーマに
４月26日 東京新聞 太田市美術館・図書館開館記念　踊って祝う「オオタドン」
５月１日 東京新聞 市内ゆかりの作家ら９人の60点を展示
５月２日 読売新聞 地元の泥で描く巨大絵
５月７日 上毛新聞 【ぱれっと】白酒さんらの話芸（えきまえ寄席）
５月９日 上毛新聞 創作の息吹　美術部門　片山真理さん　芸術の力で自分表現
５月16日 上毛新聞 見る、学ぶ「知の拠点」
５月23日 上毛新聞 ステージ鑑賞　人気落語家３人の話芸
５月26日 朝日新聞 車部品の技　家具に結晶／平田晃久氏コメント
６月７日 上毛新聞 竹工芸家の故飯塚小玕斎さん　卒業制作の油彩発見
６月15日 上毛新聞 【シャトル】巨大な泥絵見に行こう　チケットプレゼント
６月22日 上毛新聞 【ぱれっと】読者プレゼント（開館記念展「未来への狼火」観覧券）
６月23日 朝日ぐんま 表現者と企画者の「思い」が共鳴し合う空間
７月１日 読売新聞 まちじゅう図書館　旗に導かれ気楽に読書
７月５日 公明新聞 地域振興と芸術的効用新たな模索
７月８日 上毛新聞 太田市美術館・図書館　図書館短冊飾り
７月11日 上毛新聞 【ぱれっと】開館記念展「未来への狼火」
７月11日 上毛新聞 【まち里歩き】現代建築緑と共存
７月15日 読売新聞 図書館予約システム統一　市内４館とカード共通化
８月２日 上毛新聞 20メートルの壁画公開制作　「絵と言葉」テーマに企画展
８月４日 上毛新聞 絵本の原画や壁画　きょうから企画展
８月７日 東京新聞 絵本の原画テーマ　本と美術の展覧会
８月14日 産経新聞 絵と言葉で創造の世界　太田で10月まで　絵本原画の展覧会
９月８日 毎日新聞 絵×言葉＝想像／創造　絵本原画や壁画も
９月８日 上毛新聞 絵と対話　解説で深み　人気小説家が一役
９月19日 上毛新聞 【ぱれっと】太田フォトスケッチvol.２写真作品募集
９月26日 上毛新聞 「知の拠点」を体感
10月５日 上毛新聞 グットデザイン賞（ベスト100）選出
10月13日 朝日ぐんま 絵と言葉のまじわりが物語のはじまり
10月21日 読売新聞 絵本の「そうぞうの森へ」本と美術の展覧会明日まで
10月27日 上毛新聞 太田市美術館・図書館　豪オペラハウスと芸術事業で連携
11月３日 朝日ぐんま 写真家KIKIトークショー　太田市美術館・図書館で５日
11月21日 上毛新聞 街の魅力、写真に　KIKIさん語る
11月24日 上毛新聞 豪の世界遺産とワークショップ　来年１月に太田市美術館
11月27日 朝日新聞 美術館　都市空間楽しむ場へ
12月４日 上毛新聞 太田フォトスケッチvol.２最高賞に篠田さん　公募写真展の力作120点
12月13日 読売新聞 太田フォトスケッチvol.２手や足と写す太田の風景
12月22日 viva！amigo イベント情報　ジョイン・ザ・ドッツ

平成30年
１月６日 上毛新聞 １年で来場30万人
１月９日 上毛新聞 文化薫る都市へ躍進　オペラハウスと芸術交流事業
１月12日 朝日ぐんま 「アートで世界と交流」子ども向けワークショップ
１月15日 上毛新聞 故正田壤さんの画業　生誕90年で回顧展
１月17日 上毛新聞 豪オペラハウスとネット中継　映像芸術楽しむ
１月18日 毎日新聞 豪とデジタルイラスト共有　子どもがパフォーマンス　太田でネットイベント
１月18日 朝日新聞 ８千キロ結び子どもが共演　太田・シドニー　ネット使いアート体験
１月23日 上毛新聞 【ぱれっと】プレゼント　正田壤さん回顧展　ペア５組
１月26日 viva！amigo 「太田の美術」紹介始まる　正田壤展
２月２日 上毛新聞 故正田壤さんの画業回顧生誕90年展
２月15日 上毛新聞 【シャトル】故正田壤さんの画業回顧
２月15日 上毛新聞 【シャトル】太田で故正田壤さん回顧展　物語あふれる世界へ　５組10人観覧チケット
２月16日 viva！amigo プレゼント　太田市美術館・図書館「太田の美術vol.１『生誕90年正田壤芸術は遊びの極致』招待券」
２月18日 上毛新聞 【ぱれっと】正田壤さんの芸術　講演会「正田壤とクワガタと」
２月22日 上毛新聞 【シャトル】金子みすゞの生涯　金曜名画座
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掲載日 掲載紙 記事名
２月23日 朝日ぐんま プレゼント　生誕90年「正田壤」展
２月23日 上毛新聞 【ぱれっと】つながる鑑賞会
２月27日 上毛新聞 洋画の正田壤さん　生誕90年回顧展　豊かな色彩で人物、昆虫
３月16日 上毛新聞 開拓者たち　技術力をデザインに
３月23日 朝日ぐんま 生誕90年　正田壤さん回顧展
３月27日 上毛新聞 ぐんま愛（太田市）アートに人集うまち
３月30日 読売新聞 洋画家・正田壤の回顧展　市美術館・図書館で60作品
３月30日 上毛新聞 平田さん村野藤吾賞　太田市美術館・図書館を設計

■雑誌
発行日 掲載紙 記事名
平成28年

７月12日 OZmagazine（８月号）No,532 KIKIさんも登場　太田で写真展開催
平成29年

３月17日 おでかけ群馬 太田市美術館・図書館　新しい「まちづくり」の発信拠点
３月25日 芸術新潮（４月号） アートをみる、アートを読む　群馬県太田市に個性派施設オープン
４月１日 ギャラリー（４月号） 開館記念展「未来への狼火」
４月６日 MdN（５月号） 9000冊のアートブックも蔵書する新スポット　太田市美術館・図書館
４月10日 Casa BRUTUS（５月号）No.206 平田晃久設計の立体公園のような建物
４月20日 美術の窓（４月号） オープン　太田市美術館・図書館
４月23日 美術屋百兵衛（第41号春） 太田市美術館・図書館グランドオープン
４月25日 アートコレクターズ（４月号） 新規美術館オープン情報
４月27日 ELLE（６月号） 太田市の風土を発見するアート
５月１日 GAJAPAN（５・６月号） ボックスとリムによる新しい丘
５月１日 月刊美術（６月号） 公共文化施設の新時代を告げる「太田市美術館・図書館」
５月１日 新建築（５月号） 太田市美術館・図書館　人の流れの起点となる駅前文化交流施設
５月２日 MOE（６月号） 開館記念展「未来への狼火」
５月６日 MdN（６月号） 施設のおおらかで有機的な印象を文字で表現
５月11日 日経アーキテクチュア 異なる公共施設を街のように斜路で一体化
５月24日 MADURO 太田市美術館・図書館
５月25日 raifu（６月号） 太田市美術館・図書館紹介／開館記念展「未来への狼火」情報
５月25日 新潟こまち（７月号） 美術館×図書館　世界的感性に触れられるランドマーク的複合施設
６月１日 JapanWalker（６月号） 太田市美術館・図書館（観光情報）
６月25日 アートコレクターズ（６月号） 太田市美術館・図書館が４月１日オープン
６月25日 raifu（７月号） 美術展スケジュール　開館記念展「未来への狼火」
６月30日 BRUTUS（７／15号） かわいい図書館
７月１日 建築ジャーナル（７月号） 建築最新事情　太田市美術館・図書館
７月10日 Casa BRUTUS（８月号）No.209 群馬県太田市駅前に誕生した〈太田市美術館・図書館〉
７月17日 建築技術（８月号） 共存の秩序を浮かびあがらせる
７月25日 raifu（８月号） 美術展スケジュール　本と美術の展覧会vol.１
７月25日 アートコレクターズ（７月号） 「本と美術の展覧会vol.１」紹介
８月１日 AXIS（８月号） 創造性を喚起する場のデザイン
８月10日 OZmagazine（９月号）No,545 １年目の美術館と101年目のパン屋さん
８月25日 raifu（９月号） イベント情報　絵と言葉のコラボレーションによる企画展
９月１日 Neighbor（９月号）vol.523 市民の“ものづくり”の創造性を育み、“まちづくり”につなげる
10月１日 月刊ブレーン（10月号）vol.687 絵と言葉で想像力＝創造力をめぐる展示
10月25日 地域創造 駅前のサロンで“創造的太田人”を育む美術館・図書館複合施設
10月31日 ノジュール（11月号）133号 特集「進化する図書館」図書館で駅前の活性化
11月15日 D design travel（群馬） 太田市美術館・図書館キタノスミス／エーアイラボ／インタウンビューティー
11月17日 美術手帖 女子美術大学卒業生インタビュー　大小島真木特集
11月25日 芸術新潮（12月号） NEW ART SPOT 本とアートの素敵な「からまりしろ」
12月10日 ja THE JAPAN ARCHITECT 平田晃久　2003→2017
12月25日 raifu（１月号） イベント情報　図書企画コーナー紹介「クリスマス」

平成30年
１月25日 raifu（２月号） イベント情報（「生誕90年　正田壤展　芸術は遊びの極致」）
３月１日 ソトコト（３月号） つくり上げたのは、行政と市民と専門家でした。駅前北口の、「太田市美術館・図書館」。
３月16日 おでかけ群馬 太田市美術館・図書館　現代的な建築美の中で見る・学ぶ
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■テレビ・ラジオ
放送日 番組名 放送局 番組内容
平成28年

８月12日 CNニュース 光ケーブルネット 太田フォトスケッチvol.１「まちかどの猫」展覧会情報
９月７日 おおたときめきホットライン　 群馬テレビ 「まちかどの猫展」とKIKIさんトークショー紹介

平成29年

１月24日 「ユウガチャ！」フォーカス エフエム群馬 ついにオープン！太田市美術館・図書館　（電話にて生
中継）

３月28日 ニュースeye８　 群馬テレビ グランドオープンヘ　太田市美術館・図書館から生中継
４月２日 Listen！！！　 FM太郎 開館記念パフォーマンス　オオタドン
４月24日 CNニュース 光ケーブルネット 創造的太田人の挑戦　開館記念展「未来への狼火」
４月26日 ワッティブニュース わたらせテレビ 開館記念展「未来への狼火」スタート

６月21日 おおたときめきホットライン 群馬テレビ 今年４月太田駅北口に誕生した「太田市美術館・図書館」
をリポート。

11月６日 CNニュース 光ケーブルネット 写真家KIKIトークショー
12月８日 ほっとぐんま640拡大スペシャル NHK前橋放送局 太田市特集　図書館エリアを中心に紹介（生中継）

平成30年
１月５日 Listen！！！　 FM太郎 ジョイン・ザ・ドッツ　告知
１月16日 ほっとぐんま640 NHK前橋放送局 ジョイン・ザ・ドッツ紹介
２月２日 CNニュース 光ケーブルネット 生誕90年　正田壤展　芸術は遊びの極致　紹介
２月５日 Listen！！！ FM太郎 生誕90年　正田壤展　芸術は遊びの極致　紹介
３月８日 Listen！！！　 FM太郎 図書館エリア紹介

■フリーペーパー
発行日 掲載紙 記事名
平成28年

８月８日 FM GUNMA STAY TUNED！９月号　 太田市に新しい美術館・図書館がオープンします
10月31日 Oh−ta！Vol.30（11・12・１月号） 太田市長と熊谷市長の対談　まちの顔として、生まれ変わる施設
12月22日 ふりぺっこ（１月号） 太田市美術館・図書館施設の一部がオープン、ねむの木学園のこどもたちとまり子美術展

平成29年
１月10日 まま・ここっと  Vol.27（冬号） ねむの木学園のこどもたちとまり子美術展
１月31日 Oh−ta！Vo1.31（２・３・４月号） 市役所ほうもん記　まちのにぎわいと、くつろぎの文化交流施設がオープン
２月24日 渡良瀬通信（３月号） 投稿・街トピ！　１月14日（土）から駅前にオープンした「太田市美術館・図書館」
３月24日 ふりぺっこ（４月号）　 図書エリアオープン（４／１）
４月１日 マンスリーとーぶ（４月号） アート情報　開館記念展「未来への狼火」
４月30日 Oh−ta！Vol.32（５・６・７月号） 太田市美術館・図書館へ行ってみよう！
５月１日 おっ！！まっちっ〜vol.101 駅前を拠点とした歩きたくなるまちづくり
５月24日 渡良瀬通信（６月号） 片山真理さんと石内都さんトークショー（桐生）開館記念展「未来への狼火」情報
５月25日 太田パリッシュ（６月号） 新しいまちづくりの拠点　太田市美術館・図書館
７月24日 渡良瀬通信（８月号） 太田の新しい風　絵本を捲るようにアートに触れて、太田市美術館・図書館
８月５日 タウンわたらせ 今春オープンした太田駅前の新名所
８月25日 Deli−J（９月号） イベント情報　本と美術の展覧会vol.１
８月25日 太田フリモ（９月号）vol.６ イベント情報　えきまえ寄席９／16／本と美術の展覧会vol.１
９月１日 マンスリーとーぶ（９月号） アート情報　本と美術の展覧会vol.１
９月23日 Hop Step Jump vol.33（秋・冬号） 子ども喜ぶ芸術の秋　特集　太田市美術館・図書館　紹介
９月29日 まま・ここっとvol.30（秋号） 親子で行きたい８つの美術館
10月25日 TOBUMARCO（秋・冬号）vol.66 世界の現代アートと文化に触れる新スポット誕生
10月26日 ふりぺっこ（11月号）　 美術館と図書館が同時に楽しめる！太田駅前の新たなランドマーク
12月22日 太田フリモ（１月号） イベント情報　えきまえ寄席１／13、ジョイン・ザ・ドッツ参加募集

平成30年
１月25日 太田フリモ（２月号） イベント情報（えきまえ寄席２／17）
１月26日 Moteco（２月号） イベント情報（「生誕90年　正田壤展　芸術は遊びの極致」）
２月１日 建築設計　群馬　 群馬県内各地域の建物紹介　太田支部　太田市美術館・図書館
２月１日 マンスリーとーぶ（２月号） イベント情報（「生誕90年　正田壤展　芸術は遊びの極致」）

２月23日 太田フリモ イベント情報　太田の美術vol.１「生誕90年　正田壤　芸術は遊びの極致」プ
レゼント　生誕90年正田壤　芸術は遊びの極致」招待券

２月23日 ふりぺっこ（３月号） 太田の美術vol.１「生誕90年　正田壤　芸術は遊びの極致」
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■WEB
掲載日 サイト名 記事名
平成29年

２月21日 CINRA．NET 太田市美術館・図書館が４月にオープン　９千冊のアートブック所蔵

３月２日 T−SITE 太田駅前の新スポット「太田市美術館・図書館」が４月１日オープン。9,000冊
のアートブックがそろう

３月６日 美術手帖 若手建築家・平田晃久が設計、太田市美術館・図書館が４月１日にグランドオー
プン

３月８日 JDN 注目の若手建築家・平田晃久が設計、「太田市美術館・図書館」が４月１日にオー
プン

３月15日 ファッションプレス 「太田市美術館・図書館」が群馬県太田市にオープン−世界の現代アートの展示
や、貴重なアートブック

３月16日 Fashionsnap．com 「太田市美術館・図書館」が開館　オープニングで片山真理ら現代アーティスト
の新作公開

３月17日 美術手帖 片山真理、前野健太らが上げる「未来への狼火」。太田市美術館・図書館で開館
記念展

３月24日 JDN 太田市美術館・図書館　開館記念展「未来への狼火」
３月28日 CINRA．NET 太田市美術館・図書館の開館記念展に前野健太、石内都、片山真理ら９作家
３月30日 マガジンサミット 図書館でまちおこし！４月１日、太田市美術館・図書館グランドオープン
４月23日 FASHION　HEADLINE 群馬県に新たな複合施設、太田市美術館・図書館がオープン！
４月24日 ORICON　NEWS 群馬の新名所「太田市美術館・図書館」開館記念展「未来への狼火」開催

４月25日 ＠Heaaart 美術館と図書館が併設・群馬県太田市に４月にグランドオープンした「太田市
美術館・図書館」が超オシャレ！

４月26日 T−SITE 群馬の新名所「太田市美術館・図書館」がオープン！　開館記念展やカフェな
ど見どころは？

４月27日 時事ドットコム 車の街に駅前美術館・図書館

４月28日 ガジェット通信 まちづくりの拠点になる開放的な空間＆絵本・児童書が充実！太田市美術館・
図書館の魅力

５月24日 Casa　BRUTUS 平田晃久が市民と一緒につくった、居心地のいい〈太田市美術館・図書館〉。
６月１日 LOCARI 素敵すぎ♡一度は行ってみたい日本のオシャレ図書館７選
７月27日 QUOTATION MAGAZINE.JP 太田市美術館・図書館にて、本と美術の展覧会Vol.１が開催
７月30日 CINRA．NET 『本と美術の展覧会』第１弾　安西水丸×村上春樹『ふわふわ』原画全点も
８月７日 JDN イベント情報（本と美術の展覧会vol.１）

８月22日 美術手帖 絵と言葉の交わりが物語を生む。「絵と言葉」に光をあてた「本と美術の展覧会
vol.１」が開催中

９月18日 日刊建設通信新聞 【日本構造デザイン賞】チームがつくりだす建築創造の個性評価こだわりやコラ
ボでさらなる可能性

10月４日 Ehon　Navi　Style 絵と言葉のまじわりが物語のはじまり＠太田市美術館
10月10日 RECO 休館日の太田市美術館・図書館へ　（凸版印刷主催事業　And　more　）
10月10日 リノスタ 群馬県太田市にオープン。充実のアートブックを揃えた文化施設
10月15日 ONESTORY 街、自然、人が入り混じる生きた建築。
12月８日 日経×TECH 特集１　公共空間が変わる　異なる公共施設を街のように斜路で一体化
12月25日 tokyo　art　beat イベント情報　ジョイン・ザ・ドッツ

平成30年
１月７日 日豪プレス 【子どもイベント・カレンダー　2018年１月】　ジョイン・ザ・ドッツ

１月15日 美術手帖 初期から晩年まで約50点を展示。太田市を代表する洋画家・正田壤の回顧展が
開催

１月15日 ART　NAVI 生誕90年　正田壤　芸術は遊びの極致
１月16日 共同通信 シドニーと群馬、ネットで交流

１月17日 日本経済新聞 オーストラリア・シドニーのオペラハウスと、群馬県の太田市美術館・図書館
をインターネットで中継して遊ぶ交流イベントが16日開かれた

5.　視察・団体受け入れ実績　（平成29年度）	

行政関係 議会関係 建築関係 その他 合計
団体数 14 ４ 31 35 84
人数 115 22 992 922 2,051
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 第６章  管理運営 	 	
1.　施設概要	

所 在 地：群馬県太田市東本町16番地30
敷地面積：4641.33㎡
建築面積：1496.87㎡
延床面積：3152.85㎡（美術館部分537㎡／図書館部分843㎡／共有部分1772.85㎡）
構　　造：鉄筋コンクリート造および鉄骨造
階　　層：地上３階　地下１階
設　　計：株式会社平田晃久建築設計事務所
施　　工：石川建設株式会社（建築主体）、イズミ電機工業株式会社（電気設備）、春山設備工業株式会社（機械設備）
主要施設：美術館、図書館、視聴覚ホール、イベントスペース、カフェ＆ショップ
開館時間：午前10時から午後８時まで（日曜・祝日は、午後６時まで）

※企画展の観覧は午後６時まで（入場は午後５時30分まで）
休 館 日：月曜日（祝日・振替休日の場合は翌日）、年末年始（12月29日から翌年１月３日）

※毎月最終火曜日は図書館エリアのみ休館
アクセス：《電車》

東武伊勢崎線太田駅から徒歩１分
JR高崎線熊谷駅からバスで50分

《車》
北関東自動車道　太田桐生ICから15分／太田藪塚ICから20分
関越自動車道　　東松山ICから60分
東北自動車道　　館林ICから50分／佐野藤岡ICから60分

駐 車 場：太田市美術館・図書館駐車場　40台（身障者専用３台）
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平面図：

	 0.  共用エリア１

	 1.  収蔵庫

	 2.  荷捌き室

	 3.  企画展示室１

	 4.  イベントスペース

	 5.  ショップ

	 6.  サービス

	 7.  カフェ

	 8.  オープンテラス

	 9.  ブラウジングコーナー

	10.  事務室

	11.  作業スペース

	12.  閲覧エリア１
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13.  閲覧エリア２

14.  企画展示室２

15.  閲覧室１

16.  児童書コーナー

17.  閲覧室２

18.  アートブックコーナー

19.  閲覧エリア３

20.  閲覧エリア４

21.  美術エリア

22.  企画展示室３

23.  視聴覚ホール

24.  閲覧室３

25.  閲覧エリア５

26.  共用エリア２
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2.　施設貸出	

■視聴覚ホール
社会教育活動、文化活動の振興および市民の創造性の育成に寄与する事業について一般貸出しを行いました。

【平成29年度利用実績】
６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 合計

利用団体 ２ ３ １ − １ ３ １ − ３ ２ 16
利用者数 106 125 30 − 45 225 65 − 107 110 813

※視聴覚ホールの貸し出しは、平成29年６月より開始。

3.関係法規	

（１）太田市美術館・図書館条例
平成28年９月29日

条例第42号
改正　平成28年12月16日条例第47号

　　（設置）
第１条　美術及び図書を中心とした芸術文化に関する事業を行い、もって教育、学術及び文化の発展並びにまちなかの賑

にぎ

わ
いの創出に寄与するため、太田市美術館・図書館（以下「美術館・図書館」という。）を太田市東本町16番地30に設置する。

　　（事業）
第２条　美術館・図書館は、次に掲げる事業を行う。
（１）美術作品その他美術に関する資料（以下「美術作品等」という。）の収集、保管、展示及び利用に関すること。
（２）美術に関する専門的、技術的な調査研究に関すること。
（３）美術に関する解説書、年報、調査研究の報告書等の作成及び頒布に関すること。
（４）図書、記録その他必要な資料（美術作品等を除く。以下「図書資料」という。）の収集、保存、利用等に関すること。
（５）図書資料の適切な分類排列及び目録の整備に関すること。
（６）講演会、映写会、研究会等の開催に関すること。
（７）美術館・図書館を拠点としたまちなかの賑わい創出に関すること。
（８）前各号に掲げるもののほか、美術館・図書館の設置の目的（以下「設置目的」という。）を達成するために必要な事業

　　（職員）
第３条　美術館・図書館に館長、学芸員、司書、事務職員その他必要な職員を置く。
　　（開館時間及び休館日）
第４条　美術館・図書館の開館時間及び休館日は、太田市教育委員会規則（以下「教育委員会規則」という。）で定める。
　　（利用の制限）
第５条　太田市教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、次の各号のいずれかに該当するときは、美術館・図書館の

利用を拒むことができる。
（１）他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
（２）美術作品等、図書資料又は美術館・図書館の施設若しくは設備（以下「施設等」という。）を損傷し、又は滅失する

おそれがあるとき。
（３）前２号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認められるとき。

　　　　（平28条例47・一部改正）
　　（観覧料）
第６条　企画展示室に展示されている美術作品等を観覧しようとする者は、別表第１に定める額の観覧料を納付しなければ

ならない。
　　（特別観覧）
第７条　美術館・図書館に保管され、又は展示されている美術作品等について、撮影、模写、熟覧等の特別の観覧（以下「特

別観覧」という。）をしようとする者（以下「特別観覧者」という。）は、教育委員会の許可を受けなければならない。
２　特別観覧者は、別表第２に定める額の特別観覧料を納付しなければならない。
　　（視聴覚ホールの利用）
第８条　教育委員会は、設置目的を達成するために必要があると認めるときは、施設等のうち、視聴覚ホールを利用させる

ことができる。
　　　　（平28条例47・一部改正）
　　（利用許可）
第９条　視聴覚ホールを利用しようとする者は、あらかじめ、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事

項を変更しようとするときも、同様とする。
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２　教育委員会は、前項の許可をする際に、美術館・図書館の管理上必要な条件を付することができる。
３　教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、視聴覚ホールの利用を許可しないものとする。
（１）利用の目的が、設置目的に反すると認められるとき。
（２）美術作品等、図書資料又は施設等を損傷するおそれがあるとき。
（３）商業宣伝、営業又は物品等の販売が目的であると認めるとき。
（４）集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
（５）前各号に掲げるもののほか、美術館・図書館の管理上支障があると認めるとき。

　　（視聴覚ホール使用料）
第10条　前条第１項の規定による許可を受けた者（以下「視聴覚ホールの利用者」という。）は、別表第３に定める額の視

聴覚ホール使用料を納付しなければならない。
　　　　（平28条例47・一部改正）
　　（権利の譲渡等の禁止）
第11条　視聴覚ホールの利用者は、視聴覚ホールを利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
　　　　（平28条例47・一部改正）
　　（特別の設備等）
第12条　視聴覚ホールの利用者は、視聴覚ホールに特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ、教育

委員会の許可を受けなければならない。
　　　　（平28条例47・一部改正）
　　（利用許可の取消し等）
第13条　教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、視聴覚ホールの利用を取り消し、又は制限し、若

しくは停止することができる。
（１）　この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
（２）　偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
（３）　許可を受けた利用目的以外に利用したとき。
（４）　第９条第３項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

２　前項の規定を適用したことにより視聴覚ホールの利用者が受けた損害については、市はその賠償の責任を負わない。
　　　　（平28条例47・一部改正）
　　（原状回復義務）
第14条　視聴覚ホールの利用者は、視聴覚ホールの利用を終了したとき（前条第１項の規定により利用の許可を取り消され

たときを含む。）は、直ちに視聴覚ホールを原状に回復しなければならない。
　　　　（平28条例47・一部改正）
　　（駐車場使用料）
第15条　施設等のうち、駐車場を利用する者は、別表第４に定める額の駐車場使用料を納付しなければならない。
２　前項の規定にかかわらず、駐車券を紛失したとき、又は駐車券を汚損し、若しくは破損して当該駐車券に打刻された駐

車場への入場時刻が確認できないときは、駐車場使用料として自動車１台につき3,000円を納付しなければならない。
３　駐車場使用料は、駐車場から自動車を出場させる際に徴収する。
　　　　（平28条例47・追加）
　　（観覧料等の減免）
第16条　市長は、特に必要があると認めるときは、観覧料、特別観覧料、視聴覚ホール使用料及び駐車場使用料（以下「観

覧料等」という。）を減額し、又は免除することができる。
　　　　（平28条例47・旧第15条繰下・一部改正）
　　（観覧料等の不還付）
第17条　既納の観覧料等は、還付しない。ただし、市長が還付することが適当であると認めるときは、この限りでない。
　　　　（平28条例47・旧第16条繰下・一部改正）
　　（損害賠償）
第18条　美術作品等、図書資料又は施設等を汚損し、破損し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠

償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
　　　　（平28条例47・旧第17条繰下）
　　（美術館・図書館運営委員会）
第19条　美術館・図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べる機関として、太田市美術館・

図書館運営委員会（以下「運営委員会」という。）を置く。
２　運営委員会の委員は、学識経験のある者及び市民のうちから、教育委員会が任命する。
３　運営委員会の委員の定数は、10人以内とする。
４　運営委員会の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
５　運営委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
６　運営委員会の委員は、再任されることができる。
　　　　（平28条例47・旧第18条繰下）
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　　（委任）
第20条　この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
　　　　（平28条例47・旧第19条繰下）
　　　附　則
　　（施行期日）
１　この条例は、公布の日から起算して４月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
　　　　（平成28年規則第88号で平成29年１月13日から施行）
　　（太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）
２　太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成17年太田市条例第62号）の一部を次のよう

に改正する。
　　　　〔次のよう〕略
　　　附　則（平成28年12月16日条例第47号）
　この条例は、太田市美術館・図書館条例の施行の日から施行する。
別表第１（第６条関係）

区分 観覧料（１人１回につき）
個人 団体

コレクション展示観覧 一般 300円 240円
学生及び65歳以上の者 240円 190円

企画展示観覧 市長がその都度定める額
備考
１　「コレクション展示観覧」とは美術館・図書館が収蔵する美術作品等の展示の観覧をいい、「企画展示観覧」とは美術館・図書館が

特別に企画する美術作品等の展示の観覧をいう。
２　「団体」の観覧料は、観覧のための代表者を定め、20人以上の者が同時に観覧する場合に適用する。
３　「学生」とは、大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、専修学校若しくは各

種学校に在学する学生若しくは生徒又はこれに準ずる者をいう。
４　中学生（中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の中学部に在学する生徒又はこれに準

ずる者をいう。）以下の者は、無料とする。
別表第２（第７条関係）

区分 金額（１点につき１回）
撮影 3,000円
模写・模造 2,000円
熟覧 1,000円
写真原板の使用 3,000円
デジタルデータの使用 3,000円
備考　学術研究を目的として行う撮影、写真原板の使用及びデジタルデータの使用については、無料とする。

別表第３（第10条関係）
区分 金額（１時間当たり）

入場料を徴収しない場合 1,000円
入場料が2,000円以下の場合 1,300円
入場料が2,001円以上の場合 1,500円
備考　入場料が２種類以上あるときは、その最高額による区分とする。

別表第４（第15条関係）
　　　　 （平28条例47・追加）

区分 金額（自動車１台につき）
美術館・図書館を利用した時間（駐車場のみを利用
した時間を除く。）に係る駐車場使用料 無料

上記の時間以外の時間に係る駐車場使用料 30分までごとに100円

（２）太田市美術館・図書館条例施行規則
平成29年１月10日

教育委員会規則第５号
　　（趣旨）
第１条　この規則は、太田市美術館・図書館条例（平成28年太田市条例第42号。以下「条例」という。）の施行に関し必要

な事項を定めるものとする。
　　（開館時間）
第２条　太田市美術館・図書館（以下「美術館・図書館」という。）の開館時間は、午前10時から午後８時まで（国民の祝

日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日（以下「休日」という。）及び日曜日にあっては、午前10時から
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午後６時まで）とする。
２　前項の規定にかかわらず、太田市教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、特に必要があると認めるときは、開

館時間を変更することができる。
　　（観覧時間）
第３条　企画展示室に展示されている、美術作品その他美術に関する資料（以下「美術作品等」という。）の観覧時間は、

午前10時から午後６時までとする。
２　前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、観覧時間を変更することができる。
　　（休館日）
第４条　美術館・図書館の休館日は、次のとおりとする。
（１）月曜日（その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日）
（２）12月29日から翌年１月３日まで

２　前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は開館することができる。
　　（遵守事項）
第５条　美術館・図書館を利用する者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
（１）所定の場所以外での飲食をしないこと。
（２）美術館・図書館の敷地内で喫煙をしないこと。
（３）許可を受けないで美術作品等に手を触れないこと。
（４）許可を受けないで美術作品等の撮影、模写、模造等を行わないこと。
（５）許可を受けないで物品の展示若しくは販売又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。
（６）美術館・図書館の施設若しくは設備、美術作品等又は図書、記録その他必要な資料（美術作品等を除く。以下「図

書資料」という。）を破損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
（７）他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある行為をしないこと。
（８）他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を携行しないこと。
（９）前各号に掲げるもののほか、美術館・図書館の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

　　（観覧券の交付）
第６条　教育委員会は、条例第６条の規定による観覧料を納めた者に対し、観覧券を交付するものとする。
　　（特別観覧）
第７条　条例第７条第１項の許可を受けようとする者は、特別観覧許可申請書（様式第１号）を教育委員会に提出しなけれ

ばならない。
２　教育委員会は、前項の規定による申請があった場合において、これを適当と認めたときは、当該申請をした者に対し、

特別観覧許可書（様式第２号）を交付するものとする。
　　（視聴覚ホールの利用許可申請）
第８条　条例第９条第１項の許可を受けようとする者は、視聴覚ホールを利用しようとする日の３月前の月の初日から当該

利用しようとする日の前日までに、視聴覚ホール利用許可申請書（様式第３号）を教育委員会に提出しなければならない。
２　前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、同項に規定する申請期間を変更することが

できる。
　　（視聴覚ホール利用許可書の交付）
第９条　教育委員会は、前条第１項の規定による申請があった場合において、これを適当と認めたときは、当該申請をした

者に対し、視聴覚ホール利用許可書（様式第４号）を交付するものとする。
　　（視聴覚ホールの利用期間の制限）
第10条　視聴覚ホールを同一の者が同一の目的で引き続き利用する場合の利用期間は、３日を超えることができない。ただ

し、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
　　（視聴覚ホールの利用の変更又は取消し）
第11条　条例第９条第１項の許可を受けた者（以下「視聴覚ホールの利用者」という。）は、当該許可を受けた事項等を変更し、

又は利用の取消しをしようとするときは、視聴覚ホール利用変更等許可申請書（様式第５号）に視聴覚ホール利用許可書
を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

２　教育委員会は、前項の規定による申請があった場合において、これを適当と認めたときは、当該申請をした視聴覚ホー
ルの利用者に対し、視聴覚ホール利用変更等許可書（様式第６号）を交付するものとする。

　　（職員の立入り）
第12条　視聴覚ホールの利用者は、当該職員が管理上の必要により視聴覚ホールに入室するときは、これを拒むことができ

ない。
　　（駐車場の供用時間等）
第13条　駐車場の供用時間は、午前７時30分から翌日の午前７時30分までとする。ただし、駐車場に入場できる時間は、休

館日を除く日の午前７時30分から午後８時まで（日曜日及び休日にあっては、午前７時30分から午後６時まで）とする。
２　前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、駐車場の供用時間及び駐車場に入場できる

時間を変更することができる。
　　（駐車できる自動車の種類）
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第14条　駐車場を利用できる自動車の種類は、道路運送車両法施行規則（昭和26年運輸省令第74号）別表第１に規定する普
通自動車、小型自動車及び軽自動車（側車付２輪自動車以外の２輪自動車を除く。）とする。ただし、教育委員会が特に
必要と認めるときは、この限りでない。

　　（駐車場の利用方法）
第15条　駐車場を利用する者は、駐車場へ入場する際に、駐車券発行機による駐車券の交付を受けなければならない。
２　駐車場を利用する者は、駐車場から出場しようとするときは、自動料金精算機に駐車券を挿入し、駐車場使用料を精算

してから出場しなければならない。
３　美術館・図書館の利用者は、退館の際、美術館・図書館を利用した時間（駐車場のみを利用した時間を除く。）について、

駐車券に認証を受けなければならない。
　　（駐車場使用料の算出）
第16条　駐車場使用料を算出するための駐車時間は、入場時に駐車券に打刻される時刻から出場時に駐車券に打刻される時

刻までの時間とする。
　　（観覧料等の減免）
第17条　条例第16条の規定による観覧料、特別観覧料、視聴覚ホール使用料及び駐車場使用料（以下「観覧料等」という。）

の減額又は免除は、次の各号に掲げる観覧料等について行うことができるものとし、その減額する額等については、当該
各号に定めるとおりとする。

（１）市内の高等学校（中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部及びこれらに準ずる学校を含む。次号及び第５
号において同じ。）の教育課程に基づく教育活動の一環として、その生徒が企画展示室に展示されている美術作品等
を観覧する場合の観覧料　免除

（２）小学校（義務教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部及びこれらに準ずる学校を含む。第５号において同じ。）、
中学校（義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の中学部及びこれらに準ずる学校を含む。
第５号において同じ。）又は市内の高等学校の教育課程に基づく教育活動の一環として児童又は生徒の引率者が企画
展示室に展示されている美術作品等を観覧する場合の観覧料　免除

（３）身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）の規定による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法
律（昭和25年法律第123号）の規定による精神障害者保健福祉手帳又は厚生労働大臣の定めるところにより交付され
る療育手帳の交付を受けた者及びその付添人１人が企画展示室に展示されている美術作品等を観覧する場合の観覧
料　免除

（４）市又は教育委員会が主催し、又は共催する事業で視聴覚ホールを利用する場合の視聴覚ホール使用料　免除
（５）市内の小学校、中学校又は高等学校の長が、児童又は生徒の教育活動のために視聴覚ホールを利用する場合の視聴

覚ホール使用料　免除
（６）市内の社会教育関係団体、文化協会及びその所属団体又は社会福祉関係団体が社会教育活動、文化活動等のために

視聴覚ホールを利用する場合の視聴覚ホール使用料　５割相当額の減額
（７）前各号に定めるもののほか、教育委員会が適当と認める場合の観覧料等　その都度教育委員会が認める額の減額又

は免除
２　観覧料等の減額又は免除を受けようとする者は、観覧料等減免申請書（様式第７号）を教育委員会に提出しなければな

らない。ただし、教育委員会がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
３　教育委員会は、前項に規定する申請があった場合において、これを承認したときは、当該申請をした者に対し、観覧料

等減免承認書（様式第８号）を交付するものとする。
　　（観覧料等の還付）
第18条　観覧料等の還付を受けようとする者は、観覧料等還付申請書（様式第９号）を教育委員会に提出しなければならない。
　　（館内利用）
第19条　美術館・図書館が所蔵している図書資料を館内で利用しようとする者は、所定の場所で利用しなければならない。
２　美術館・図書館において特別に保管されている図書資料を利用しようとする者は、当該職員にその旨を申し出るものと

する。
　　（貸出しを受けられる者）
第20条　図書資料の館外貸出し（以下「図書資料の貸出し」という。）を受けることができる者は、次に掲げる者とする。
（１）市内に居住している者
（２）市外に居住している者であって、本市に通勤し、又は通学している者
（３）前２号に掲げる者のほか、特別の理由により館長が認めた者
　（貸出しの手続）

第21条　図書資料の貸出しを受けようとする者は、前条各号のいずれかに該当する者であることを証明できる書類等を提示
するとともに、図書館カード交付申請書を館長に提出し、図書館カードの交付を受けなければならない。

２　前項の規定により図書館カードの交付を受けた者（以下「利用登録者」という。）は、図書資料の貸出しを受けようと
するときは、図書館カードを提示しなければならない。

　　（貸出数及び貸出期間）
第22条　図書資料の貸出数は５冊以内とし、その貸出期間は２週間以内とする。ただし、館長が必要と認めるときは、この

限りでない。
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　　（住所等の変更届）
第23条　利用登録者は、住所、氏名等を変更したときは、速やかに館長に届け出なければならない。
　　（図書館カードの有効期間）
第24条　図書館カードの有効期間は、その交付を受けた日から起算して５年とする。
　　（利用登録者の責務）
第25条　利用登録者は、図書館カードを紛失し、又は破損したときは、直ちにその旨を館長に届け出なければならない。こ

の場合において、当該利用登録者は、図書館カードの再交付を受けることができる。
２　図書館カードは、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
３　第１項の届出を怠り、又は前項に違反したため美術館・図書館に損害を与えた者は、その損害を弁償しなければならない。
　　（図書館カードの無効等）
第26条　館長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、図書館カードの使用を停止し、又は無効とすること

ができる。
（１）貸出しを受けた図書資料を貸出期間内に返納しなかったとき。
（２）事実を偽って図書館カードの交付を受けたことが明らかになったとき。
（３）図書館カードを他人に譲渡し、又は貸与したとき。
（４）前３号に掲げるもののほか、館長が必要と認めるとき。

　　（貸出しをしない図書資料）
第27条　貸出しをしない図書資料は、次のとおりとする。ただし、館長が学術研究等のため特に必要と認めたときは、この

限りでない。
（１）貴重図書及び参考図書（辞書、辞典、年鑑等）
（２）新聞及び雑誌
（３）官報及び公報類
（４）郷土資料の一部
（５）前各号に掲げるもののほか、館長が指定した図書資料

　　（図書資料の複写）
第28条　図書資料の複写をしようとする者は、図書資料複写申請書（様式第10号）を館長に提出し、その承認を受けなけれ

ばならない。
２　図書資料の複写に要する費用は、当該複写をする者の負担とする。
３　図書資料の複写に係る著作権法（昭和45年法律第48号）に規定する責任は、当該複写をする者が負わなければならない。
　　（寄贈又は寄託）
第29条　美術館・図書館に美術作品等及び図書資料（以下「資料等」という。）を寄贈又は寄託しようとする者は、資料等寄贈・

寄託申出書（様式第11号）を教育委員会に提出するものとする。
２　教育委員会は、資料等の寄贈又は寄託を受けることを承認するときは、当該申出をした者に対し、資料等受贈・受託書
（様式第12号）を交付するものとする。

３　資料等の寄贈又は寄託に要する費用は、寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、こ
の限りではない。

４　資料等の寄託期間は、３年とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、寄託者と協議の上、これを延長し、又
は短縮することができる。

５　寄託を受けた資料等は、他の資料等と同様の取扱いをする。
６　寄託を受けた資料等が災害等の不可抗力により滅失し、又は損傷したときは、市は、その責めを負わないものとする。
７　寄託を受けた資料等は、寄託者の要請又は美術館・図書館の都合により、これを返却することができる。
　　（美術館・図書館運営委員会）
第30条　美術館・図書館運営委員会（以下「運営委員会」という。）の委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
２　委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
３　運営委員会の会議は、委員長が招集する。
４　運営委員会の会議に付すべき事項は、次に掲げるとおりとする。
（１）　美術館・図書館事業に関すること。
（２）　美術品の購入に関すること。
（３）　前２号に掲げるもののほか、美術館・図書館の運営に関すること。

５　会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
６　会議の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
７　運営委員会の庶務は、美術館・図書館が処理する。
　　（その他）
第31条　この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
　　　附　則
　この規則は、太田市美術館・図書館条例の施行の日から施行する。
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４．職員名簿	

（平成28年４月１日〜平成30年３月31日）
職　　名 氏　　名 在籍期間 備　　考

館　長 参　　事 城　代　富美江 H28. 4. １〜

管理係

係　　長 空　井　　　智　 H28. 4. １〜
主　　任 星　野　真　也 H28. 4. １〜
主　　任 関　　　大　輔 H28. 4. １〜
主　　事 髙　橋　麻里江 H28. 4. １〜
専 門 員 塚　越　信　之 H28. 4. １〜

学芸係

館長補佐 富　岡　義　雅 H28. 4. １〜
主　　任 萩　原　　　徹 H28. 4. １〜
主　　任 菅　野　竜　也 H28. 4. １〜
主　　任 鹿　山　くみ子 H28. 8. １〜
主　　任 阿久津　直　幸 H28. 4. １〜
主　　任 町　田　あ　や H28. 4. １〜
主　　事 小金沢　　　智 H28. 4. １〜
主　　事 石　塚　久里子 H28. 4. １〜
主　　事 半　田　貴　之 H28. 4. １〜
専 門 員 須　藤　恒　義 H28. 4. １〜
専 門 員 福　田　京　子 H28. 4. １〜H28. 7. 31
臨時職員 内　田　美　香 H28. 4. １〜
臨時職員 阿知波　律　奈 H29. 1. １〜H30. 3.31 図書スタッフ
臨時職員 石　原　愛　沙 H29. 1. １〜 図書スタッフ
臨時職員 植　木　美　奈 H29. 1. １〜 図書スタッフ
臨時職員 大　矢　久仁子 H29. 1. １〜H29. 9.30 図書スタッフ
臨時職員 岡　田　寛　子 H29. 1. １〜 図書スタッフ
臨時職員 小　川　真由子 H29. 1. １〜 図書スタッフ
臨時職員 柴　崎　綾　佳 H29. 1. １〜 図書スタッフ
臨時職員 澁　澤　飛　鳥 H29. 1. １〜 図書スタッフ
臨時職員 髙　田　令　子 H29. 1. １〜 図書スタッフ
臨時職員 髙　橋　裕　子 H29. 1. １〜 図書スタッフ
臨時職員 田　沼　香那美 H29. 1. １〜 図書スタッフ
臨時職員 田　村　佳苗子 H29. 1. １〜 図書スタッフ
臨時職員 田　村　ル　ミ H29. 1. １〜 図書スタッフ
臨時職員 寺　田　絵　美 H29. 1. １〜H29. 9.30 図書スタッフ
臨時職員 中　川　なつみ H29. 1. １〜 図書スタッフ
臨時職員 平　野　三　冬 H29. 1. １〜 図書スタッフ
臨時職員 前　川　夏　美 H29. 1. １〜 図書スタッフ
臨時職員 南　山　みなみ H29. 1. １〜 図書スタッフ
臨時職員 三　保　麻里子 H29. 1. １〜 図書スタッフ
臨時職員 森　尻　真理子 H29. 1. １〜 図書スタッフ
臨時職員 吉　田　あつこ H29. 1. １〜 図書スタッフ
臨時職員 青　木　　　唯 H29.10. １〜 図書スタッフ
臨時職員 福　田　浩　美 H29.11. １〜 図書スタッフ

※職名は平成30年３月31日現在を記載し、退職・異動者は、退職・異動時の職名を記載
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